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平成２１年度 第２回 松阪市入札等監視委員会 審議概要 

 
 
開 催 日 時 平成２１年７月６日（月） 午前９時３０分～１１時３０分 
開 催 場 所 松阪市役所 ５階特別会議室 
出 席 者 

（敬称略：５０音順） 

 
委 員 長  楠井 嘉行（弁護士） 
副 委 員 長  村田 裕（名城大学教授） 
委 員  坂本 聰子（司法書士） 
委 員  吉川 和男（税理士） 
委 員  吉田 弘一（三重中京大学名誉教授） 
 

事 務 局 磯田 契約監理担当参事 
房木 契約監理課長 
佐藤 検査・契約担当主幹 
高村 契約係長 
池内 契約係主任 

議 題 議題１ 
入札及び契約手続の運用状況等の報告（平成２１年４月から６月分）

・工事の発注状況について 
・指名停止措置の運用状況について 
議題２ 
抽出事案の審議（村田委員抽出） 
議題３ 
随意契約締結に係る意見聴取について 
その他 
・今年度の総合評価落札方式の試行について 
・松阪市建設工事等発注基準の改正について 
・次回開催日程及び抽出委員の選定 

 
委 員 松 阪 市 

●入札及び契約手続の運用状況等の報告 
 ・工事の発注状況について 

実施入札 82 件、平均落札率 84.48％、平均

参加者 14.2 者であった。例年の同時期と比

較すると骨格予算の期間であったこともあ

り発注自体が若干少なかった。 
・指名停止措置の運用状況について 
今回は、指名停止該当案件は無かった。 
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●抽出事案の審議（村田委員抽出） 
○造園工事の少入札参加者について 

この工種は平成 19 年にその公正性に対

し注意文書を出し、第一期の監視委員会の

意見書においても入札参加者が固定化し

やすい状況に在る旨を指摘事項として挙

げ、入札参加条件等の再検討を行う必要性

を指摘した。今回の 5件の入札において、

落札率は概ね 85%付近という結果が出てお

り良いと考えるが、入札参加者がそれぞれ

5社のみであったがどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域要件については、その対応の重要性か

ら理解できるが、一級技能検定合格者（造園）

の資格は本当に必要なのか。この点において

入札参加条件を緩和すれば、もっと入札参加

者が見込めるのではないか。 

 

 

 

 

今回の造園工事の内容に街路樹等の管

理は含まれているのか。 

 

 

 

このような技術者の入札参加条件は、必

要不可欠ということか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら造園工事の発注については、年間の

樹木維持管理を含んでいるということもあ

って、地域要件を広げすぎると迅速な対応が

心配であるとの発注担当課の判断もあり、地

域要件を市内及び準市内業者、また、技術者

については一級技能検定合格者（造園）を配

置できることを入札参加条件としている。そ

の条件を充たす業者は 7～8 社在るが、履行

実績を求めた結果として、入札参加は 5社で

あったという固定した結果になったもので

ある。 

 

 

 

 

 

造園専門業者は、ほとんどが一級技能検定

合格者(造園)の資格者を雇用しているので、

この入札参加条件を緩和しても入札参加者

数にはさほど影響が無いと考える。 

 

 

別途発注を行っている。主に土木工事に携

わる業者でも、造園工事の許可があれば入札

に参加することは可能である。 

 

 

発注担当課としては、工事の履行性を考え

た場合、技術的な担保を技術者に求めること
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一級技能検定合格者（造園）の資格に対応

する施工部分がどうしても必要であるなら

ば、必要でない部分を分離発注するという方

法も考えられないだろうか。そうすれば業者

の受注機会の確保拡大につながるのではな

いか。 

 

 

 

 

○専門工事で高落札率だった件について 

「松阪競輪場ウォークトップ塗布工事」

は、入札参加者が 3 社、落札率が 93.98%

であった。また、「準用河川前沖川河川維

持工事」は、入札参加者が 2社、落札率が

95.34%であった。この 2件については、入

札参加者が少なく落札率も高い。工事の特

殊性からこのような結果を招く可能性は

在るもののこのような状況でよいのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となるため、それを容易に外すことは困難と

思われる。委員ご指摘のように、競争性の確

保という点は改善されたものの、5社に限定

されているのが問題であるとは認識してい

る。県内においても造園業者自体が少ないと

いう現実もあり、ただ単に地域要件を拡大す

ることが入札参加者の増となるか否かは難

しい判断である。 

 

 

 

 

 

 

来年度は２年間契約の公園等管理委託の

発注年度になる。今回ご指摘の件は、技術者

の入札参加条件の明確化や分割発注につい

て、担当課との検討課題といたしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「松阪競輪場ウォークトップ塗布工事」

については、競輪場のバンクを塗装する特

殊な工事であり、施工可能な業者が限られ

ている現実が在る。また、履行実績を求め

ているため、入札参加した 3社しかいない

状況である。ただし、この案件は希望価格

型で発注を行っているため、希望価格比で

は高落札率となっているものの、設計価格

比では 84.09%となる。また、「準用河川前

沖川河川維持工事」については、工事内容

がさく井工事と専門的で技術要件も付い

ており、地域要件を県内以内として発注し

たが、施工可能な業者が現実として入札参
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○除草等業務委託において高落札率だっ

た件について 

「パークタウン学園前調整池外 15 池管

理委託」及び「嬉野地域振興局管内市道除

草業務委託」については、他の同様の業務

委託の落札率が概ね 85%付近である中、入

札参加者が一定数居るにも関わらず 95%以

上の高落札率となっている。以前から意見

書でも指摘している最低制限価格制度の

不合理さではないのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全てを対象として手法を変えるのは難

しいと思われるが、この不合理さを解消す

るため、例えばある一定条件の場合におい

ては、横須賀市などで実施されている平均

型にて最低制限価格を算定する方法を実

施するなどして、とにかく部分的にでも今

までと違うことを試行するべきである。こ

のままでは何の解決も無いまま不合理な

状況が続くだけである。 

 

 

加した 2社しかない状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この 2件の予定価格算出率は「パークタ

ウン学園前調整池外 15 池管理委託」が

99.53%、「嬉野地域振興局管内市道除草業

務委託」が 99.92%と高かったため、殆どの

業者が最低制限価格を下回り落札外とな

る結果となり、入札金額を高く入れた業者

が落札し高落札率となったものである。平

成 20 年度の意見書において、除草工事に

ついては、工期の短縮や手持ち工事件数の

緩和及び役務提供として業務委託へ転換

など様々な提言の中から、それらを反映す

る形で今年度から、手持ち工事件数と技術

者の配置要件を緩和して業務委託として

発注した。その結果、入札参加者が増加し

随分改善がみられた。しかしながら、委員

ご指摘のとおり、この 2件については、従

来同様に不合理さが現れた結果となった

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注業種や入札参加者数は考慮する必要

が在るが、品質確保という観点から考えた
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早い時期に試行を実施し、結果を報告す

るように努めていただきたい。 

場合、除草業務委託の内容であればその試行

を取り入れても問題は無いであろうと考え

ている。また、そのご指摘をいただいたこと

に加えて、平成 20 年度の意見書において、

入札参加者が 5社以下になった場合には、予

定価格算出率を 98.00%に固定するといった

方策も提言されているので、それとも合わせ

て今後試行に向けて協議検討いたしたい。 

●随意契約締結に係る意見聴取について 

 
 
 
 
 
 
 
 

採点基準、選考委員の構成はどのようにな

っているのか。また、選考委員の中に外部人

員はいるのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
前回受託業者が一方的に有利なのではな

いか。 

４件の随意契約について委員の意見聴取

いたしたい。 

①「総務管理事務システム機器等賃借及び保

守管理業務委託」・・・プロポーザル方式に

より財務会計、人事給与、勤休管理、文書管

理、グループウェア等を統合したパッケージ

システムに関し、価格以外の面についても採

点し、業者決定するものである。 
 
 
 
 価格点を 500点とし、各システムの使い勝
手、内容等を採点した技術点を 200点とした
合計 700 点を満点としている。技術点 200
点中、100点を全体的な観点での採点をする
こととし、その担当委員として、総合政策部

長を筆頭とし、各システム担当課長からなる

企画提案評価委員を設けている。また、残り

100 点を各システム担当でそれぞれの担当
部分を採点する担当課の係長、主任級職員で

構成される提案システム評価委員とで選考

委員は構成される。当システムの選考委員の

中に外部人員は居らず、当市でのシステム使

用方法や、内容をもとに判断できる外部人員

について見つからなかったことから市職員

のみでの選考委員を構成している。 
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契約期間を 5年としているのはなぜか 

 
 
 
 
委員会としての意見 
 価格の妥当性を担保、検証できるようにプ

ロポーザルを進めるとともに、従来のシステ

ム担当業者が過度に有利にならないよう、ま

た競争性が発揮されるよう配慮されたい。ま

た、選定委員会へ第三者的な立場の外部委員

の参加を今後はできる限り検討されたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なぜこの時期に購入するのか。本体購入時

点で購入しなかったのはなぜか。 
 
 
 
 

当市が新システムにおいて必要としている

業務内容については詳細な仕様をまとめて

参加業者に配布している。できうる限り、前

回担当業者が一方が有利になるような条件

にならないように進めている。また、前回業

者についてもシステム変更がまったく無い

わけではなく、対応 OSやブラウザーの新バ
ージョンでの対応等を求めているため、まっ

たく前回システムそのままでの参加を不可

能としている。 
 
長期継続契約としてに定められているも

のは最長 5年としているところと、ハードウ

ェアの保守期間がほぼ 5 年とされているこ

とからこの期間を設定している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
②「中学校給食用厨房機器付属品等購

入」・・・現在、建設中の中学校等給食セン

ターへ納入している厨房機器の付属品等の

購入である。機器については決定済みであっ

たが、その付属品であるスライサーのプレー

ト等について種類、個数等が決まった現時点

で購入するものである。付属機器であること

からメーカー指定でもあり、それ以外のメー

カーの部品、器具では既に決定された厨房機

器が使用できなくなることから当該業者と

随意契約するものである。 
 
 
厨房機器購入時点（平成 20 年 7 月～8 月

時点）では調理業者が決定されていなかった

ことが原因であり、調理方法はそれぞれの調

理業者において違うことから必要な付属品
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調理業者は決定しているのか。 

 
メーカー指定となっているのはなぜか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員会としての意見 
契約相手方であることの妥当性は理解で

きるが、価格の妥当性の確保について検討さ

れたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
他の団体は受注対応不可能なのか。 

 
 
 
チップ化して撒くことの意味や効果はど

ういったものか。 
 
 
 
 
 

も違うことが考えられることから、調理業者

の必要とする部品が決まったことから現時

点での購入とするものである。 
 
平成 21 年 3 月に決定している。 

 
平成 18 年度にプロポーザル方式により給

食センターに導入する機器のラインを決定

した。このライン案を元に建物の設計を行っ

たが機器についてはメーカー指定品でなけ

ればならないものとそうでないものとに分

け、後者については入札により業者決定をし

た。今回、導入する付属品は関連するもので

あり、指定品以外では使用することができな

い。価格についてはメーカーからの直接購入

であることから、特約店を通さないので安価

に発注することが可能である。 
 
 
 
 
 
③「史跡整備委託事業費」 
市内の 3 古墳に自然生えの樹木と雑草が

生い茂り、見学等に支障が発生していおり、

これらを除草、伐採するために職員を新規で

雇用したうえで業務を実施する委託で緊急

雇用対策としての側面も併せ持つ業務であ

る。 
 
必要な機器（チップ化する機器で可搬のも

の）を持っているのは近傍地域では当該業者

のみである。 
 
 
チップ化することで伐採樹木を処理する

ための運搬費用が不要となる。また、チップ

を撒くことにより下草の繁茂を防ぐことが

でき、次回以降の除草作業が簡易となるなど

の利点がある。 
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緊急雇用対策との記述があるが契約金額

に雇用した者の人件費を含んでいるのか。ま

た、ハローワークを通じての雇用としている

が雇用上に経験などの条件が必要なのか。 
 
 
 
 
 
委員会としての意見 
業務内容、緊急雇用対策による事業である

ことから随意契約はやむを得ないものと考

えるが、契約金額の妥当性については担保で

きるよう配慮されたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この契約の相手方は開館当初からの業者

なのか。 
 
 
 
 
 
委員会としての意見 
随意契約の要件は充たしていると考える。

ただし、契約金額の妥当性は十分検討された

い。 

 
 
 
 
 
雇用した人員とその業務を指導、指示する

人員の人件費を含んでいると確認している。

新規雇用する人員は業務をこなしていける

だけの能力が求められるだけで、当該業務経

験者であることを条件とはしていない。 
 
 
 
 
 
 
④「松阪コミュニティ文化センター舞台機構

改修工事」・・・本工事対象の舞台機構は、

開館以来１３年が経過しており、緞帳等重

量物を昇降する使用頻度が高いことから

劣化が進行している。今後、重大な事故に

繋がる恐れがあるため、機械器具設置工事

業（舞台機構）の専門業者で、既設の舞台

機構の施工業者であり、また、保守点検業

務委託も契約している業者と契約するも

のである。 

 
 
 そうである。ただし、この種の工事は施工

可能な業者が全国に 2社しかなく、その内の

1社が今回の契約の相手方である。他の 1社

については、松阪市に入札参加資格の登録が

無い業者である。 

●今年度の総合評価落札方式の試行について 
 平成 21 年度において、総合評価落札方式
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横須賀市が採用している最低制限価格を

平均型にて算定した場合、その値以下となる

業者は失格となると考えられるが、クレーム

とはならないのか。 
 
 
 
ダンピング防止を想定してとのことだが、

具体的に業者がどれくらいの率で入札して

くる可能性が在ると想定しているのか。 
 
 
 
設計価格と予定価格の関係はどうなるの

か。 
 
 
予定価格がくじによって変動することで

競争性が発揮されていたが、今度は最低制限

価格が平均型で算定されることによってそ

ちらで競争が起こりうるということか。 

の第 2回目の試行を検討をしている。今年度

は骨格予算であったため年度当初の発注が

少なく、また、6月の肉付け予算の議決に伴

って下水道工事が何件か案件としてあった

ものの、設計金額が大きいことや、ほぼ同規

模の同種工事の内一つを特化して総合評価

落札方式で発注する説明責任の所在を検討

した結果から、現在においては、9月頃に発

注される下水道の推進工事を対象に実施を

検討している。また、平成 20 年度の意見書

においてご指摘いただいたことを受け、総

合評価落札方式においては通常の最低制限

価格の算定方式ではなく、平均型を採用す

ることを考えている。 
 
 
 
 
入札参加のルールとして当然公表するの

で、入札参加するということ自体が合意と解

釈できると考える。 
 
 
 
設計価格比の70～80%台なら入札してくる

可能性は在るのではなかろうかと推測して

いる。 

 
最低制限価格を平均型で算定するので

あれば設計価格と予定価格は同一とするこ

とと考えている。 
 
 
 
 
そのように考えている。かつ、予定価格算

出率のくじの不合理さで真摯に可能な範囲

で安く入札価格を提示した業者が落札外に

なるといったことが、平均型の採用でなくな

ると考える。 
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●松阪市建設工事等発注基準の改正について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最も変更となった点はどういった箇所か。

 
 
 
 
新基準において、総合評定値が平均的に下

がっているのはなぜか。 

国土交通省の経営事項審査制度等の見直

しが平成 20年 4月 1日に施行されたが、松
阪市においては、その経審の総合評定値を電

子入札システム内で管理し自動審査等を行

っていることから、業者の決算期が個々で違

うことで新旧の総合評定値が混在すること

となる状態では、発注基準に対して公平な入

札が不可能であるため、平成 21 年 5 月末日

までは、参加資格登録更新を市内業者につい

てのみ発注基準に基づく旧経審基準による

総合評定値を特例的に延伸する措置をとっ

てまいりました。 
今回の発注基準の改正は平成 21 年 5 月末

日を以って全社の新経審基準による総合評

定値が出揃ったところで、以前まで確保でき

ていた業者数が著しく変動せず同等者数の

入札参加者数が見込め、競争性の確保が崩れ

たりしないよう、入札制度研究会での検討協

議を経て、各業種別に新基準総合評定値を基

本とした発注基準に改めたものです。 
 
業者の新基準総合評定値が平均的に下が

っていることから、発注基準の内の資格総

合点数を概ね一律に下げるという処理を

した。 
 
 
今まで完工高偏重の審査の考え方から、

経営状況や技術者数等、元請のマネジメン

ト能力を対象とする経営実態に則した審

査内容へと変わったためと理解している。

●次回開催日程及び抽出委員について 
次回開催日を平成 21 年 10 月 26 日（月）

13：30～とし、抽出委員は吉田委員とする。

 

 


